
能登創造的復興タスクフォース会議（第９回） 

議 事 次 第 

日時：令和８年４月１９日（日）１０時１０分～ 

場所：石川県奥能登総合事務所 42・43 会議室 

１.開会

２.意見交換  【６市町・県・各省庁】 

(1) ６市町・石川県からの提案

(2) 石川県・各省庁からの報告等

３．閉会 



能登創造的復興タスクフォース第９回会議 会議資料 

１ 各市町からの提案 
（１）輪島市

①奥能登豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税等の特例

措置の拡充について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

②被災者見守り・相談支援等事業の財政的支援・・・・・・・・・  2 

③災害公営住宅の家賃算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

（２）珠洲市

①災害関連工事への「復興係数」の導入について・・・・・・・・  4 

②農地・農業用施設の復旧について・・・・・・・・・・・・・・  5 
③復旧工事に伴う残土処理の対応について・・・・・・・・・・・  6 

④住まいの再建に向けた支援について・・・・・・・・・・・・・  7 

⑤木造仮設住宅を転用した「珠洲市賃貸住宅」の家賃無償化につい

て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  8 

⑥漁業に係る共同利用施設等の復旧に係る補助率の嵩上げについて  9 

⑦「ＪＡのと」の共同利用施設の復旧・集約に向けた補助率の嵩上

げについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

（３）穴水町

①一般会計等の資金繰りの対応・・・・・・・・・・・・・・・・  11 

②公立穴水総合病院の経営支援・・・・・・・・・・・・・・・・  12 

③復興公営住宅建設に係る補助率の嵩上げ及び家賃低廉化助成の拡

大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  13 

④のと鉄道駅舎等の再整備に対する新たな補助⾦等の創設・・・・  14 

（４）能登町

①地盤沈下が発生した地区における冠水被害への対策について・・  15 

②公立学校施設災害復旧事業における地方債措置等について・・・  18

③農林漁業共同利用施設の復旧に係る財政支援について・・・・・  19 

（５）七尾市

①国民宿舎能登小牧台の有効活用・・・・・・・・・・・・・・・  20

②インフラ復旧等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  21 

③なりわい再建・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  22

④災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の事業費増について・・・・  25 

（６）志賀町

①入札不調の現状と補助災害復旧事業の取り扱いについて・・・・  26 

②なりわい再建にかかる補助金額の増額変更について・・・・・・  27 



２ 石川県からの提案 
①中東情勢の悪化に伴う復旧・復興への影響について・・・・・・・ 28

３ 石川県・各省庁からの報告 

【石川県】 

①能登地域における仮設生コンクリートプラント運営事業について・ 29

②復興公営住宅の家賃無償化に対する支援・・・・・・・・・・・・ 30 

③令和６年能登半島地震及び奥能登豪雨における農林水産関連の復

旧状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

④令和８年度被災事業者への支援制度・・・・・・・・・・・・・・ 36 

⑤能登事業者支援センターの機能強化・・・・・・・・・・・・・・ 37 

⑥能登起業チャレンジ応援プロジェクトの推進・・・・・・・・・・ 38 

⑦Ｉ ＤＯ ＮＯＴＯ ＢＡＳＥ の供用開始について・・・・・・・・ 39 

⑧公費解体の進捗状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  40

⑨災害廃棄物の処理状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  42 

⑩市町別の災害廃棄物の処理状況・・・・・・・・・・・・・・・・  43 

【国土交通省】 

①災害公営住宅の整備にかかる進捗と今後の見通しについて・・・・ 44 

【農林水産省】 

①農林水産分野におけるこれまでの取組と今後の対応方針・・・・・ 45

【環境省】 

①環境分野におけるこれまでの取組と今後の対応方針・・・・・・・ 46

【経済産業省】 

①中⼩企業・⼩規模事業者向け支援施策の状況・・・・・・・・・・ 47 

【総務省】 

①令和６年能登半島地震等を踏まえた通信・放送インフラに関する

取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48 

②特別行政相談及び応援職員の派遣に関する取組と今後の対応方針・ 49



【厚生労働省】 

①厚生労働分野におけるこれまでの取組と今後の対応方針・・・・・ 50

【文部科学省】 

①学校施設・文化財等の復旧におけるこれまでの取組と

今後の対応方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  51

【こども家庭庁】 

①保育所等及びこどもの居場所における取組と今後の対応方針・・・ 52
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能登創造的復興タスクフォース第９回会議資料 穴水町

令和６年能登半島地震により被災した「のと鉄道穴水駅（本社社屋含む）」について、
穴水駅周辺と一体となった再整備が急務となっている。
のと鉄道（株）本社を置く穴水町においては、令和７年度からその再整備に向けた

「穴水駅及び駅周辺整備」の基本構想を策定中。
再整備に関して駅周辺等に対しては、社会資本総合整備事業や都市防災総合推進事業な

どの交付⾦等が既設されているが、のと鉄道駅舎（本社社屋含む）の再整備に関しては、
交付⾦・補助⾦といった制度が無く、その財源確保が⼤きな課題となっている。

現状と課題

④ のと鉄道駅舎等の再整備に対する新たな補助⾦等の創設

○ のと鉄道維持存続のための新たな財源手当ての創設を要望する。

要 望
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能登町地盤沈下が発生した地区における冠水被害への
対策について（第８回からの継続）

概要と現状

課題

① 港湾施設や河川護岸の嵩上げ工事により海水の越水は防げるが、内陸部への海水の逆流、雨水や生活雑
排水などの対策が必要である。

② 宅地の復旧は、原則所有者が行うことになっているが、被災宅地復旧支援事業（基金事業）を活用して
も自己資金が必要であり、全ての被災者が復旧することはできない。

解決策と要望

❶ 協議会には国交省も参加しており、豊富な経験や知見を生かし、冠水被害の解消を図る有効かつ具体的
な浸水対策に向けてご教授いただきたい。

❷ 同浸水対策に基づき実施する事業は、能登半島地震災害復旧事業と同程度（補助率100％）の財政支援
を、また港湾施設の嵩上げ等を実施する地区では、内陸部も国や県での対策事業の実施をお願いしたい。

能登半島地震により地盤沈下が発生した海岸線エリアでは、夏季の満潮時に冠水被害が定期
的に発生する地区が５地区（宇出津、小木、市之瀬、越坂、布浦）ある。さらに、今年度に入り、台風な
どの低気圧の影響により高潮が発生した場合には冠水被害が拡大している。現在、港湾施設や河川護岸で
の越水等により被害が発生する箇所については、管理者の県や国が施設の嵩上げにより陸地内に越水しな
いための対策を進めている。一方で、海水や河川から排水路に逆流してくる内陸部では対策検討が進んで
いない。
今年9月に発足した「能登内浦地域冠水・高潮対策検討協議会」(事務局：石川県土木部）において、年

度内に対策プランをまとめる方針であるが、内陸部の具体的な浸水対策は各市町が検討することになると
聞いている。

※前回(R7.11.12)の内容
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能登町地盤沈下が発生した地区における冠水被害への
対策について（第８回からの継続）

前回の要望に対する回答

課題

①上記のとおり、国土交通省及び石川県より回答をいただき、回答に基づき北陸地方整備局に相談させて
いただいたが、現状では復旧には通常の補助事業（社会資本整備総合交付金事業など）しか方法がない模
様。
②冠水対策にかかる事業は、膨大な事業費が見込まれる中で、仮に通常の補助事業（国1/2補助）で実施し
た場合、当町のような財政力のない、小規模自治体が残りの1/2を負担することは困難である。

解決策と要望

❶市町が行う、冠水対策にかかる事業（震災に起因する通常事業※社会資本整備総合交付金事業等）につ
いて、補助率のかさ上げや裏としての有利な起債の適用や交付税措置など、市町の負担が軽減できるよう
な財政支援をお願いしたい。
❷令和８年度に宇出津地区の測量設計業務を予定しており、後年に対策工事を行うこととなるため、要求
時の予算確保及び技術的助言をお願いしたい。

【国土交通省】
ご要望いただいた箇所の浸水被害の態様に応じて、対策検討に向けた技術的なご助言や、適用可能な予算
補助制度の有無等を確認させていただきます。
必要に応じて、石川県や、国土交通省の関係部局とも連携し対応させていただきますので、まずは北陸地
方整備局にご相談ください。
【石川県】
中長期的な対策については、国・県・関係市町が参画する、能登内浦地域の冠水・高潮対策検討協議会に
おいて、年度内に対策プランをまとめる方針としています。
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能登町地盤沈下が発生した地区における冠水被害への
対策について（第８回からの継続）

冠水地区位置図

小木地区

越坂地区

布浦地区

宇出津港

宇出津地区 市之瀬地区

小木港

宇出津港
小木港

宇出津地区

小木地区

市之瀬地区 越坂地区

布浦地区

R7.8.7～10
宇出津及び小木地区において、高潮等により
冠水被害が発生した（床下浸水:155棟）
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能登町公立学校施設災害復旧事業における地方債措置等について

本町では学校施設の早期再建に全力で取り組んでいるが、資材価格の高騰や労務費の上昇が続いている。さら
に、能登地域は半島という地理的条件による輸送コストの増大や、復旧工事の集中による作業員不足など、他地
域より一層厳しい建設環境にある。

現状

課題

解決策と要望

日頃より本町の災害復旧事業へ多大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
先般は、半島地域の特性をご理解いただき、労働者確保に必要な宿泊費等を間接費として設計変更の対象と

する特段のご配慮をいただき、心より感謝申し上げます。

○ 基本単価と実勢価格の乖離による財政圧迫

間接費へのご配慮はいただいたものの、直接工事費において国の「新築基本単価」と実際の「実勢見積単価」
に乖離が生じている。学校建築のような大規模工事においてこの差額は極めて大きく、自治体の重い財政負担と
なっている。宿泊費等を間接費として補助対象に認めて頂いたところで恐縮ではあるが、このまま超過負担が続
けば、予算確保が困難となり、今後の学校施設の復旧計画そのものに遅れや見直しが生じる恐れがある。

被災地の子どもたちが一日も早く安全な学校生活を取り戻せるよう、次のとおり要望する。

● 補助災害復旧事業債の柔軟な措置

新築基本単価と実勢単価が大きく異なるために生じる差額相当分の財源措置について、単独災害復旧事業債
ではなく、補助災害復旧事業債の適用により市町の負担が軽減できるよう財政支援をお願いしたい。
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能登町

現状と課題

要望

農林漁業共同利用施設の復旧に係る財政支援について

現在、農林漁業の共同利用施設の災害復旧については、国の予備費により国庫補助金が措置
され、地方負担分についても一般単独災害復旧事業債の活用により財政措置が講じられている。
特に令和６年度予備費による財政支援においては、能登半島地震による被災した施設に対し、
通常65％とされる起債充当率を特例的に100％へ引き上げていただき、被災自治体にとって財政
負担の軽減に寄与している。
通常の災害においては、一定程度の事業者負担を前提としていることから起債充当率が65％

とされているものと認識しておりますが、今回の能登半島地震により被害は極めて甚大であり、
事業者に負担を求めることが困難な状況となっている。

被災地域の一日も早い復旧・復興を確実なものとするため、能登半島地震により被災した農林
漁業の共同利用施設の災害復旧に係る起債については、今回の特例措置にとどめることなく、
充当率100％の措置を継続的に適用していただくよう、特段のご配慮をお願いしたい。
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中東情勢の悪化に伴う復旧・復興への影響について

中東情勢の悪化に伴い
○ 重油を原材料としたアスファルトの⼤幅な値上げ
○ アスファルト、重油、軽油の出荷制限
○ ⽯油やナフサを原料とする樹脂製品や断熱材等の建築資材の
⼤幅な値上げや出荷停止

などが懸念されており

○県としては、⽯油燃料や⽯油製品を含めた建設資材の安定的な
供給に特段の配慮をお願いしたい。

⼯事や復興公営住宅の整備など、復旧・復興への影響が懸念される
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県・各省庁からの資料 
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復興公営住宅の家賃無償化に対する⽀援
○ ⾃宅再建には、被災者⽣活再建⽀援⾦や臨時特例給付⾦、能登創⽣住まい⽀援⾦など、
新築・購⼊では過去の災害には例のない最⼤1,000万円を超える助成制度による⽀援を引き続き実施

○ 復興公営住宅は、現在2,989⼾が計画され、今年の夏頃から順次完成し、向こう3年程度をかけて
⼊居が開始

○家賃は世帯収入に応じて決定
 ⼊居者平均、月2.5万円程度/⼾となる⾒込み

○ 加えて、共益費なども別途必要
 高齢者などの世帯には経済的負担

○ 過去の大規模災害では、
事業主体の市町が独自に家賃減免
した例あり

○県が入居後3年間の家賃を無償化し、⼊居者の負担を軽減
（県は市町に家賃相当額を補助）

○ 市町においては、市町独⾃に家賃減免を⾏った場合に必要となる財源が浮くことと
なり、各市町において地域の実情に応じた他の復興⽀援事業に活⽤いただきたい

※3年分の家賃無償化には、総額で27億円程度が必要と⾒込んでおり、財源には復興基⾦等を活⽤

30



令和６年能登半島地震及び奥能登豪⾬における
農林⽔産関連の復旧状況について

奥能登豪雨能登半島地震
被害額件数被害額件数
335 億円3,501 件1,159 億円13,326 件農業

196 億円582 件776 億円2,646 件森林

0.07 億円6 件1,007 億円453 件水産

531 億円4,089 件2,942 億円16,425 件計

（令和6年12月末時点）

被害額は令和6年12月末時点で2,942億円(地震)、531億円(豪⾬）
平成19年能登半島地震(58億円)を上回り、石川県の記録上、過去最大
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・令和6年能登半島地震及び奥能登豪⾬により、県内の農地や農業用施設に甚大な
被害が発生

・奥能登営農復旧・復興センターを中⼼に、農地や⽔路等の復旧を精⼒的に進め、
令和7年は、発災前の約７割となる2,000ha（水稲1,900ha）で営農再開

・一方、不作付けとなっている800haについて、計画的に復旧を進め、１⽇も早い営
農再開を目指す。

営農再開面積

R6
地⼒増進作物等
300ha

R5
（発災前）

豪雨発生

地震発生

R7

不作付け
700ha1,800ha

800ha1,900ha

2,100haで営農再開

2,000haで営農再開

⽔稲2,800ha

100ha
※地⼒増進作物等︓⻨やソバなど⼟の栄養分を蓄えるために育てる作物

＜不作付け地800haの要因＞

生産基盤の問題
500ha（6割）

人的な問題
300ha（4割）

→農地や⽔路の損傷等

→避難等により耕作者が不在等

令和６年能登半島地震及び奥能登豪⾬における
農林⽔産関連の復旧状況について
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レストルーム

令和６年能登半島地震及び奥能登豪⾬における
農林⽔産関連の復旧状況について

農地・農業用施設の復旧状況
堤頂部の⻲裂

復旧後

平床池（七尾市）

農道農業用ため池土砂の堆積

復旧後

町野町（輪島市）

・生産基盤が原因とされる不作付け地500haについて、被害の規模に応じて被災箇
所を区分し、計画的に復旧予定 →(R8) 約200ha、(R9) 約150ha、(R10以降) 約150ha

・被災した農業用ため池422箇所のうち、96箇所は復旧完了し、残りの箇所について
は、優先度の⾼い箇所から復旧を進め、令和10年度までに復旧完了の⾒込み

・能登地域の基幹的な農道16路線のうち、9路線で被災したが、現在の通⾏⽌め箇
所は４路線(8箇所)、令和10年度末には、1路線を除き通⾏⽌め解除の⾒込み

農地

穴水町役場

能登町役場

◎

◎

〇

〇

輪島市役所
珠洲市役所

︓地震･豪⾬による被災路線
凡例

能登空港

ツインブリッジのと

珠洲道路

国道249号

⼤⾕狼煙飯⽥線

国道249号

現在（12月末時点）

︓地震･豪⾬による通⾏⽌箇所
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令和６年能登半島地震及び奥能登豪⾬における
農林⽔産関連の復旧状況について

・ 林地（⼭腹崩壊・治⼭施設）は人家や公共施設周辺など優先度の⾼い箇所か
ら、林道は林業活動に重要な林道等から順次、詳細設計・復旧⼯事を実施

・ 林道は、被災した県管理林道２９路線のうち、応急復旧済み３路線を含む、２１
路線で復旧作業を実施しており、うち２路線が完了

・ 被災した製材⼯場・特⽤林産施設について、経営再開意欲のある５９社のうち、
一部再開も含め約９割が生産を再開

・ 能登地区の⽊材生産量は発災前の約７割に回復

⼈家裏⼭崩壊 珠洲市正院町岡田
林業活動の再開状況林地・林道の復旧状況

林道路肩崩壊

輪島市三井町洲衛
（林道洲衛線）

⽊材生産量（各年1月〜12月累計）

再開状況（一部再開を含む）
経営再開
事業者の

割合

経営再開
事業者数被 災

事業者数

９４%３２３４木材加⼯施設
８４%２１２５特⽤林産施設
９０%５３５９計

（千m3）

未着手本復旧（応急復旧済３路線含む）被 災
路線数

詳細設計中⼯事着手済完了
８１６３２２９

同期間比
（R5/R7）

本年度
（R7）

発災前
（R5）

７３％４７６４能登地区
８７％１２７１４６県全体
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名舟漁港

地盤隆起により、航路・泊地埋そく、船揚場と水⾯
に高低差が発生
→泊地浚渫・船揚場法尻延伸により、利⽤再開

（輪島市管理）⿅磯漁港

地盤隆起により、航路・泊地埋そく、岸壁と漁船の
高低差が発生
→⼤型⼟のうによる仮設物揚場を整備し、利⽤再開

（⽯川県管理）

・ 県内69漁港のうち60漁港が被災し、外浦沿岸部で地盤隆起を多数確認
現在、応急復旧⼯事等により56漁港が利⽤可能

・能登６市町の令和7年の水揚状況は、漁獲量約39千トン、
漁獲⾦額約103億円となっている

水揚状況

被災後 応急復旧後 被災後 応急復旧後

漁港の復旧状況

令和６年能登半島地震及び奥能登豪⾬における
農林⽔産関連の復旧状況について

県内漁港
利用可能（56港）被害あり

未着手応急復旧中応急復旧完了本復旧中復旧完了
3港1港25港26港5港60港69港

・船揚場・物揚場

・ R7.1〜12月までの漁獲量、 漁獲⾦額

能登６市町計
（輪島市、珠洲市、⽳⽔町、
能登町、七尾市、志賀町）

38,910トン
(R5年比 110%)

10,324百万円
(R5年比 87％)

石川県合計

43,517トン
(R5年比 110%)

13,388百万円
(R5年比 90％)
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○ 復旧・営業再開に向けた⽀援制度のほか、厳しい環境に対応するための新たな取り組みへの⽀援も継続して実施
○ 市場⾦利が上昇するなかで特別融資制度の利率（1.0%）を据え置くことで資⾦⾯も後押し

再建状況に応じた補助・融資制度を継続し、なりわい再建を後押し

令和８年度 被災事業者への⽀援制度

復旧・営業再開
のための⽀援
(R5・6年度〜)

新たな取り組み
のための⽀援
(R7年度〜)

事業承継

資⾦調達 災害特別融資 ・市場⾦利が上昇する中でも融資利率を1.0%に据え置き 後年度負担分(12億円)を基⾦に積み⽴て
・R5〜R7実績918億円 R8新規融資枠750億円（R7と同様）

なりわい再建⽀援補助⾦
・R8は、奥能登の申請が更に増加する⾒込み
・和倉温泉等の大型案件が増加

営業再開⽀援補助⾦
・珠洲・輪島を中⼼に休業中の事業者がおり、
遡り申請もあることから十分な予算を確保

持続化補助⾦上乗せ
・国持続化はR7で募集終了するが、交付決定
はR8のため、県の上乗せ⽀援は継続

R8〜
・施設復旧（ハード）

なりわい補助⾦
・販路開拓（ソフト）

チャレンジ⽀援

R8予算R7実績R6実績

1,000件761件510件
269.2億円283.7億円92.4億円

R8予算R7実績R6実績

350件333件370件
8.8億円6.8億円7.5億円

R8予算R7実績R6実績

250件73件307件
2億円0.7億円2.1億円

チャレンジ⽀援補助⾦
・R7は復旧が進む七尾の申請が多数
・R8は奥能登の申請が増加する⾒込み

起業促進補助⾦
・R7は商工会議所の創業塾の効果で域内申請が多数
・R8は起業応援プロジェクトで域外が増加する⾒込み

R8予算R7実績
200件192件
6.1億円3.9億円

R8予算R7実績

160件123件
4.95億円3億円

事業承継の促進 ・事業承継に関する意向調査をもとに、プッシュ型で事業承継を働きかけ
・R7年に開設したオープンネーム⽅式によるマッチングサイトに、能登特設サイトを新設 R8予算 400万円
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＜ハード＞ 生活基盤の確保

＜ソフト＞ 起業に向けた伴走支援

❹ ⻑期滞在施設「I DO NOTO BASE」の運営

能登起業チャレンジ応援プロジェクトの推進

❶ 起業準備講座の開催

R7年度中に全ての⽀援メニューの準備を完了し、R8.4⽉〜フルパッケージで支援を開始
能登で起業を目指す若者等を、1人でも多く具体の事業化へ導く

● 起業を検討する若者等を能登に
呼び込むためのきっかけづくり

● 座学＋現地視察、先輩起業家との
交流会等を組み合わせた講座

❷ 専門家による伴走支援
●地域おこし協⼒隊を活用し、3名配置

⇒ R8.1⽉〜活動開始
● 事業アイデアの検討（壁打ち）、

事業構想の計画⽴案、
事業開始に向けた準備 など

● 起業する際の施設整備等の⽀援
（最大300万円、補助率2/3）

●R7は想定を大幅に上回る活用
⇒ R8も同等程度のニーズあり

❸ 起業促進補助⾦
起業時の資⾦支援能登での事業構想の具体化能登への呼び込み

【入居対象】 能登６市町で新たに起業する方や地域課題の解決に取り組む方など 【入居期間】 最⻑2年（半年更新）
【入居開始】 R8.4.28〜【賃料】一般:15,000円/⽉ 学生:無料
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【２．今後の見通し】

災害公営住宅の整備にかかる進捗と今後の見通しについて

【１.事業の具体化の状況（R８.3月末時点）】 石川県HPにて、市町ごと・全ての地区の入居までの工程表を公表 URL:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/fukkou_kouei_seibi.html

(R8.3月末時点)

合計
氷見市
（富山県）内灘町羽咋市中能登町志賀町七尾市穴水町能登町珠洲市輪島市市町村

112地区
＋α

3地区６地区１地区１地区4地区1４地区9地区14地区43地区+α17地区＋α地区数

3,058戸69戸140戸70戸２０戸１８４戸388戸232戸260戸720戸
(※２)

９７５戸
（※１）

戸数

のとちょうすずわじま あなみずまち しかまちななお なかのとまち はくい うちなだまち
ひみ

※この他、木造応急仮設住宅
の改修等により、恒久的利用
をする場合の国の支援方策を
周知済み。

○石川県及び富山県の10市町で災害公営住宅を整備予定。全ての市町において（事業進捗が早い地区では）測量・設計開始。

○必要戸数3,058戸分全ての用地確保にめどが立った。

○珠洲市・能登町・穴水町・七尾市・中能登町・羽咋市・氷見市では、計約240戸程度の建設工事に着手済み。

○最も入居時期が早い地区では、令和8年夏頃に入居予定。

〇県や災害復興の知見を有するUR、地元事業者等と連携しつつ、市町に対しプッシュ型の支援を実施し、事業の加速化を図る。

• R7年度中に７市町で工事着手

(珠洲市・能登町・穴水町・七尾市・中能登町・羽咋市・氷見市)

• R８年度中に５市町で入居予定

（穴水町・七尾市・中能登町・羽咋市・氷見市

最も入居時期が早い地区では、令和8年夏頃に入居）

• 県や災害復興の知見を有するUR、地元事業者等と

連携しつつ、市町に対してプッシュ型の支援を実施し、

今後速やかな設計・施工を目指す。

氷見市
（富山県）内灘町羽咋市中能登町志賀町七尾市穴水町能登町珠洲市輪島市

R７
夏

着手済

R8
夏

R７
秋

着手済

R７
冬

着手済

R8
夏

R７
夏

着手済

R７
夏

着手済

R8
春

着手済

R8
春

着手済

R8
夏

＜最も早い地区での建築工事着手時期（一部予定）＞

珠洲市・馬緤地区（完成イメージ）

※１ 入居者の意向を踏まえ、木造仮設住宅の転用も含め、候補地・戸数等を調整予定。
※２ 災害公営住宅490戸のほか、木造仮設住宅の転用による恒久住宅を300戸超確保。今後、入居者の意向を踏まえ、戸数を調整予定。

七尾市・小丸山団地で開始された工事
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農林水産分野におけるこれまでの取組と今後の対応方針

〇地震及び豪雨で被災した農地、林地、漁港等においては地元調整を進めながら、応急対策を実施。大規模な被災
箇所は直轄代行等により復旧工事を実施中。豪雨により被災した農地約400haのうち約170haが復旧し作付けを再
開。令和７年は約2,000haの水田で作付け。製材工場等53施設で営業再開。地盤隆起した漁港でも仮復旧工事が完
了し、順次操業が再開。

〇奥能登営農復旧・復興センターにおける営農再開・継続に向けた支援の実施、一枚でも多くの農地復旧・営農再
開、漁港等の復旧に取り組む等、農林水産分野の生業再建を県・市町等とも連携し、切れ目なく支援。

農地への土砂・流木の流入
（令和６年９月の豪雨）

農地に生じた大きな段差
（令和６年１月の地震）

・地震により、農地や⽔路、ため池などの農業用施設、
農業用機械・ハウス、畜舎などに甚大な被害。

・さらに、地震からの復旧・復興の途上で、収穫期の豪雨
により約400haの農地で土砂・流⽊等が堆積。

・豪雨により被災した約400haの農地について、業界団
体への要請を通じて県内外からの建設業者の確保等を
支援し、令和７年の作付けまでに約170haが復旧。

・令和７年は約2,000haの水田で作付け。

・被災農業者のワンストップ支援組織として、令和6年
11月に設置された「奥能登営農復旧・復興センター」
において、国、県、市町及びJAが連携して営農再開・
継続に向けた支援を実施。

・奥能登地域では、引き続き、関係機関と一体となって
円滑な復旧⼯事の実施に向けて
地元との調整を進める。
特に、不作付け地のうち約200ha
については、令和８年の営農再開
を目指す。

・復旧⼯事を⾏う建設業者の確保に
ついて、業界団体に引き続き要請。

ため池の被害
（令和６年１月の地震）

・地震と豪⾬により輪島市や珠洲
市などで多数の山腹崩壊が発生
し、林地や治⼭・林道施設等に
甚大な被害。

・また、製材⼯場等において
建屋倒壊・浸水等の被害。 山腹崩壊（令和６年１月の地震）

製材工場の復旧・再開

・⼭腹崩壊・林道施設等の復旧⼯事を⾏う建設業者の
確保について、業界団体に要請。

・県、市町、地元との調整を進め、
山腹崩壊・林道施設等の早期復旧
を目指す。

・再開を望むすべての製材⼯場等で
営業再開できるよう、支援を継続。

鹿磯（かいそ）漁港の地盤隆起

座礁し傾いた漁船

（成果（令和８年３月時点）） （今後の課題と対応方針）

・地震により、漁港、共同利用施
設（荷さばき施設、冷凍冷蔵施
設、給油施設等）の被害、漂流
堆積物による漁場の被害等が発
生。隆起した港では座礁や損傷
により移動できない漁船が発生。

・⽯川県の北部６市町では、施設の復
旧に応じて、海⼥漁、刺し網漁、
底びき網漁（ずわいがに漁を含む）
等が再開し、漁獲も順調に回復。

・輪島港の仮復旧に伴い、舳倉(へぐら)
島周辺での海⼥によるサザエ・アワビ
漁が令和7年7月より再開。

・⽯川県の北部６市町における令和
７年の漁獲⾦額・漁獲量は発災前
の８割強まで回復（令和６年は約
６割）。引き続き、漁港や共同利
用施設の復旧等を進め、被災地の
漁獲の更なる回復に取り組む。

・地震により、⽯川県内69漁港
のうち60漁港、富⼭県10漁港、
新潟県３漁港で、防波堤、岸壁
の損傷等の被害。

・特に、輪島市・珠洲市等の外浦
地域を中心に、最大４m程度の
地盤隆起による被害が発生。

・地盤隆起のない地域の漁港では、
順次本復旧に着⼿。

・地盤隆起等のあった外浦地域16漁港
のうち、復旧⽅針の定まった11漁港
について順次本復旧に着⼿。
なお、５漁港は復旧⽅針を協議中。
(12漁港は仮復旧により陸揚機能を回復)

・地盤隆起のない地域の漁港について、本復旧⼯事に
着⼿後、概ね３年間で復旧⼯事の完了を目指す。

・地盤隆起等のあった外浦地域の漁港について、5漁
港の復旧⽅針の決定を支援するとともに、復旧⽅針
の定まった11漁港の伴走型の技術的サポートを重点
的に⾏い、本復旧を加速。

（被害）

【
な
り
わ
い
再
建
】

【
イ
ン
フ
ラ
等
】

令和５年の水稲作付面積：約2,800ha

水稲
約1,900ha

地⼒増進
作物等
約100ha

不作付け
約800ha

作付け 約2,000ha

【奥能登４市町における水田の令和７年作付け状況】

仮復旧工事により水揚げ
が可能となった鹿磯漁港

山腹崩壊の応急対策完了

（大型土のう設置）

・大規模な山腹崩壊10箇所を国直轄で復旧に着⼿。
令和７年５月末までに全箇所で
応急対策を完了し、本復旧⼯事
に着手。

・復旧支援により、再開を望む
製材⼯場等59施設のうち
53施設で営業再開。

海女漁の水揚げ
修復した砕氷貯氷施設

農地の堆積土砂・

流木の撤去
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令和７年１月31日及び７月31日に改定された「公費解体加速化プラン」に沿って災害廃棄物処理を推進
（解体完了棟数（累計）：43,210棟（令和８年３月末時点））
（災害廃棄物処理量（累計）：約359万トン(令和８年２月末時点)）
→令和７年12月末で、別管理建物を除き全ての解体が完了。
令和８年２月末で、当初目標より１か月早く、別管理建物分を除き全ての災害廃棄物処理が完了。

【環境省の主な取組】

環境分野におけるこれまでの取組と今後の対応方針

公費解体：解体総数、災害廃棄物処理体制

発災翌日から職員を現地派遣し、避難所における生活ごみ・し尿回収から
公費解体まで、現地に寄り添い支援

申請書類の合理化に関するマニュアル等の策定・改訂
法務省と連携し、建物性が失われた家屋等は関係者全員の同意取得を不要
とするとともに、法務局による職権滅失登記や土地家屋調査士の協力等に
より、申請手続を簡素化

• 別管理建物(1,024棟(令和
８年３月末時点))について
は、所有者の意向に寄り添
いながら、着実に解体・撤
去を推進

• 和倉温泉の公費解体は計13
施設(内４施設が解体完了)

• 引き続き、石川県と緊密に
連携し被災自治体を支援

輪島朝市（令和7年4月8日）

トキ：本州で初となるトキの野生復帰の開始

・環境省では、令和４年に本州でトキ受入
れに意欲がある取組地域を公募し、５地
域を選定。

・そのうち、石川県・能登地域９市町、及
び島根県出雲市は「トキの野生復帰を目
指す里地」に選定。

本州での野生復帰に向けた取組 本州初のトキの放鳥・記念式典の実施

・本州での初放鳥を令和８年５月31日に石川県羽咋
（はくい）市内で実施予定。

○ トキと共生する里地づくり取組地域

トキと共生する里地づくり取組地域 位置図

○ 本州初の放鳥及び記念式典

○ 環境省実施事業

・放鳥個体の確保・育成・順化訓練を実施中。

・放鳥後の生息状況把握のためのGPS装置を用いた追
跡調査、地元で 実施されるモニタリング体制構築
支援、普及 啓発資料の作成・配布等、放鳥後に想
定され る事業内容に関する石川県へのサポートを

実施予定。

○ 佐渡島での野生復帰

トキ保護増殖事業の経緯

○ 日本産トキの絶滅

・昭和45年に本州最後となるトキ１羽
「能里（のり）」を能登地域にて捕獲。

・平成15年に日本産の最後のトキ「キ
ン」が佐渡島で死亡。

・平成11年に中国から贈呈されたペアに
よる繁殖が成功。

・平成20年に新潟県佐渡島で野生復帰を
開始。

○石川県は、創造的復興プランに「トキが舞う能登の実現」を位置づけ、トキの生息環境の整備等を推進。
○環境省では、放鳥に向けた個体の確保や、放鳥後のモニタリング体制に係る機材準備等の技術的支援により震災復興を後押し。

・同日、放鳥記念式典を、

石川県、能登地域９市町、

環境省等により開催予定。

・佐渡島における野生下
のトキの個体数は、推
定500羽程度（令和７年
12月時点）。

トキ（佐渡島）

トキ放鳥の様子
（平成20年、佐渡にて）
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【なりわい再建】
 なりわい再建⽀援補助⾦︓ 2,094件交付決定（4県）、各県にて公募中
⼩規模事業者持続化補助⾦︓3,616件採択（4県）
商店街⽀援︓[イベント等]︓154件採択（4県）8次公募中

[施設等復旧]︓18件交付決定（3県）6次公募中
仮設施設整備⽀援︓仮設商店街（輪島市、珠洲市、七尾市、能登町、⽳⽔町、志賀町）

仮設宿泊施設（空港、珠洲市、⽳⽔町）
⾦融⽀援︓⽇本公庫⾦利引き下げ、災害関係保証 等

【ビジネスマッチング支援等】
 ビジネスマッチング⽀援（ジェグテック）︓相談対応1,148件
復興⽀援に係るアドバイザー派遣︓派遣件数1,026件
復興応援フェアの開催（物産展）等︓出展事業者︓281者

仮設宿泊施設
稼働中 空港(R6.6/30)

珠洲市(R6.8/1)
⽳⽔町(R6.8/31)

【観光産業の復興】
将来の「まちづくり」も視野に入れた総合的な対応
⾦融⽀援、ハンズオン⽀援

【伝統産業の復興】
仮設⼯房︓稼働中 85室（第1弾〜第8弾） 整備中 2室（第9弾）
伝統的⼯芸品補助︓345件採択、R8年度公募中
外交や在外公館を活用したＰＲ

和倉温泉復興
能登産業復興相談センター(4/1)

全国から経営指導員集結
（能登事業者⽀援センター）

【⼯業⽤⽔の復旧】 （新潟県、富山県）
 ⼯業用⽔道施設の復旧⽀援︓

⽀援箇所６件（全て復旧済）

説明会の開催（各地）
（計71回、延べ約6,500人参加）

【官⺠ファンドを通じた対応】
 いわゆる二重債務問題に対応するため、既往債務に係る債権買取や出資を実施すべく、中

⼩機構、REVIC等が出資する、100億円規模のファンドを設⽴。
 ファンドの相談窓⼝である「能登産業復興相談センター」を開設

（七尾商⼯会議所内、のと⾥山空港内）
相談受付件数271件※2026年3月末時点

 被災事業者の置かれた状況は様々であり、早期に支援施策を活⽤し復旧された⽅がいる⼀⽅、インフラや「まちづくり」などの状況を踏まえつつ再建を検討されて
いる⽅々もいることから、引き続き、息の⻑い支援を⾏っていくことが必要。

 能登を訪問された総理からの指⽰に基づき、「中堅等⼤規模投資補助⾦」及び「中⼩企業成⻑加速化補助⾦」において、⼤規模な災害であって、被害が⼤きく
影響が⻑期化している地域を対象に、特別な加点措置を設けた。

【支援体制強化】
・実務者ワーキンググループの開催
・全国から商⼯会議所・商⼯会経営指導員の応援派遣
・⽯川県との連携⽀援体制の強化（協定の強化・更新）
・中⼩企業復興機動チーム（中⼩機構）

⼤阪・関⻄万博の「夜の地
球パビリオン」で輪島塗の
カップ等をPR

仮設商店街
・稼働中 輪島市(14箇所)
(23箇所) 珠洲市(2箇所）

⽳⽔町(1箇所)
志賀町(2箇所)
七尾市(2箇所)
能登町(2箇所)

・整備中 輪島市(1箇所)
(4箇所) 七尾市(2箇所)

⽳⽔町(1箇所)
出張輪島朝市の様⼦

能登産業復興相談センター
サテライトオフィス開所(6/3)

中⼩企業・⼩規模事業者向け支援施策の状況

輪島塗関係

輪島塗仮設⼯房

仮設商店街(輪島市) 

輪島塗仮設⼯房︓稼働中 85室
第1弾(R6.4/1)、第2弾(R6.8/3)
第3弾(R6.9/13)、第4弾(R6.10/19)
第5弾(R6.9/20)、第6弾(R6.12/21)
第7弾(R6.11/30)、第8弾(R7.3/28)
第9弾(整備中)
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○これまでの取組
・ 通信・放送ともに、発災直後はサービス停止が発生するも、官民連携の取組により、復旧は概ね完了

○今後の取組
・ 立入困難な場所については、一部サービスの本復旧が長期化する可能性があり、息の長い支援が必要

・ 能登半島地震の教訓を踏まえ、インフラ強靱化や官民連携による「通信復旧支援士(仮)」の創設等を推進

これまでの取組 今後の取組

【通信】

〇 官民連携により移動

基地局を投入する等、

応急復旧を実施

○ 地震については昨年

１月中旬に、大雨につ

いては昨年９月末まで

に応急復旧が概ね完了

【通信】

○ 停電、伝送路断、

基地局機器等の故障

により多くの携帯電

話基地局が停波

船上基地局

可搬型衛星
アンテナ

〇 地震では839局、大雨では292

局の携帯電話基地局の停波が発

生（いずれも被害最大時）

基地局の損壊

送信アンテナの損壊ケーブルの断線

【放送】
○ 地上波: 停波は全て解消
○ ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ:応急復旧は概ね完了し、

仮設住宅への引込み完了

【放送】
〇 ケーブルの断線や停電等により

最大４市３町※で停波
※七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、穴水町、能登町、志賀町

仮設住宅への整備ケーブルの復旧

令和６年能登半島地震等を踏まえた通信・放送インフラに関する取組

【通信】

（今後の課題）

〇 救助救命活動の観点から、携

帯電話基地局の機能維持が課題

（対応方針）

〇損壊した携帯基地局の復旧や官

民連携による「通信復旧支援士

(仮)」構想の実現に向けた調査

を推進※ ※R7年度からR9年度にかけて全

国で試行を実施し、試行終了した地方公共団

体を中心に、順次実施体制の整備を予定

【放送】

（今後の課題）

〇ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞの本復旧、放送ネッ

トワークの更なる強靱化

（対応方針）

〇 自治体・放送事業者による本

復旧や強靱化に対する財政支

援を継続
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特別行政相談及び応援職員の派遣に関する取組と今後の対応方針

○成果
生活支援情報の提供や被災者からの相談に対応し、被災者に寄り添う「特別行政相談活動」を展開

○今後の課題と対応方針
今後の災害でも被災者支援に万全を期するため、自治体との連携を強化し、特別行政相談活動を更に充実

成果（1年の姿） 今後の課題と対応方針
①生活支援情報を一冊にまとめたガイドブックを被災者に配布

②災害専用フリーダイヤルを設置

③被災者の相談にワンストップで対応する特別行政相談所を開設

→上記の取組は発災直後から継続中であり、
・被災者に支援情報を迅速に提供（ガイドブックを約２.３万部配布）
・被災者のお困り事にきめ細やかに対応（約５,９００件の相談に対応）

（相談対応例）２次避難先の市町村の窓口において、マイナンバーカードの
電子証明書の暗証番号の再設定ができるようにした

今後の災害に備え、平時から自治体と連携を強化し、
ガイドブックを国・自治体共通の被災者向けの情報発
信ツールにする等の取組を進める

【ガイドブック】

【特別行政相談所】
（石川県内で143か所で開設）

○成果
・被災自治体において不足する人員について、全国の自治体から職員を派遣し支援

○今後の課題と対応方針
・令和８年度に被災自治体において不足する人員について、全国の自治体からの職員派遣の調整

成果
①被災自治体において不足する人員について、全国の自治体から職員を派遣し支援
【被災市町への短期の職員派遣】
＜令和６年能登半島地震＞
○発災直後から避難所運営や、罹災証明書の交付に向けた住家被害認定調査などの業務を支援。令和６年８月４日をもって終了。

・最 大 時：１７市町 １,２６３名（令和６年１月２６日時点）
・延べ人数：１８市町 １１５,９５９名（～令和６年８月４日）

＜令和６年９月２０日からの大雨＞
○発災直後から避難所運営や、罹災証明書の交付に向けた住家被害認定調査などの業務を支援。令和６年１１月３０日をもって終了。

・最 大 時：３市町 ９４名（令和６年１０月１４日時点）
・延べ人数：３市町 ３,３１０名（～令和６年１１月３０日）

【被災市町への中長期の職員派遣】
○「復旧・復興支援 技術職員派遣制度」を活用するとともに、関係省庁や関係団体と連携し対応。
○被災自治体からの中長期の人的支援の要望を満たすべく、
令和６年度に３１９名、令和７年度に３１９名の派遣を決定し、順次派遣。

②「応急対策職員派遣制度」の要綱等改正
令和６年能登半島地震での教訓を踏まえ、「応急対策職員派遣制度」の要綱等を改正（令和６年１０月１９日施行）し、派遣の長期化に備え、
必要に応じて総括支援団体の交代や追加を行うなど見直しを行った。

今後の課題と対
応方針
○令和８年度における被災
自治体からの中長期の人的
支援の要望を満たすべく、
被災県からの職員派遣に加
え、関係省庁や関係団体と
連携して調整した。３１０
名の派遣を決定し、令和８
年４月以降順次派遣。

災害マネジメント支援 現場での測量業務
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厚生労働分野におけるこれまでの取組と今後の対応方針

【成果】
〇 発災初期より、全国から保健医療福祉活動に係る支援チームが派遣され、県、市町や避難所等で活躍。
〇 また、復旧・復興期にかけて、雇用調整助成金等の雇用対策や地域福祉推進支援臨時特例交付金による住宅支援等を
実施。

【今後の課題と対応方針】
〇 災害関連死の防止に向けた取組や施設復旧に向けた支援、ハローワーク等による雇用対策等を通じ、被災地の復旧・
復興を全力で後押ししていく。

これまでの成果等 今後の課題と対応方針

被災者の命・健康を守るための取組
◆ 被災者見守り・相談支援等事業を継続して実施。
◆ 被災地心のケア事業を継続して実施
◆ 仮設住宅の高齢者等への相談支援や食事・入浴等を提供するサ

ポート拠点６箇所については令和７年６月までに５箇所が開業。残
りの１箇所は令和８年３月30日に開業。

施設復旧に向けた支援
【介護・障害福祉】
◆ 豪雨災害により被災した施設等の復旧費の追加計上や、豪雨災害

について、被災施設の早期復旧を図るため、災害査定の一体的な
取扱いの実施。

【医療】
◆ 「奥能登公立４病院機能強化検討会」における議論を踏まえた、医

療機関の取組支援

雇用・労働に対する対応
◆ 労働局・ハローワークから、地域の経済団体等に加え、求人が未充

足である石川県内企業に対しても、リーフレットを用いて、在籍型
出向の人材受け入れ協力呼びかけを幅広く実施。

◆ 能登半島地震等に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な
縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により人材を確保す
る場合に、出向元事業主及び出向先事業主に対して、出向期間中
の賃金に要する経費の一部を助成する措置を、令和８年も継続。

◆ 「生活衛生関係営業令和６年能登半島地震特別貸付」による
資金繰り支援を継続して実施

被災者の命・健康を守るための取組
【応急対策期】
◆ 被災地における保健医療福祉活動を支援するため、全国からDMAT、DHEAT、DWAT等

の支援チームが派遣され、県、市町、保健所や避難所等で活動。

◆ 医療コンテナやモバイルファーマシーを活用した医療的支援。

◆ 医療機関等に対する医薬品等の供給やプッシュ型支援の枠組みにより紙おむつや生
理用品等の衛生用品等の支援を実施。

◆ 災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）等を活用した避難所支援を実施。

【復旧・復興期】
◆ 保健師等による巡回訪問や、仮設住宅入居者等に対して個別訪問等を行い、見守り

や日常生活上の相談支援を行った上で各専門相談機関へつなぐ取組を実施。
【被災者見守り・相談支援等事業の実績（令和６年１月～令和８年２月）】：支援件数（累計）：376,170件

◆ 被災者の心のケアのため、「石川こころのケアセンター」を設置。また、令和７年
２月に能登半島北部にも拠点（石川こころのケアセンター奥能登）を設置し、電話
相談に加え、能登地域６市町において仮設住宅等への訪問支援等を実施。

【石川こころのケアセンターの活動実績（総数）（令和８年２月末時点）】：電話相談：1,285件 訪問支援：909件

【DMATの活動の様子】

【こころのケアセンターの活動の様子】

施設復旧に向けた支援
◆激甚災害の指定に伴う、施設復旧に係る補助基

準額の上限撤廃や補助率の引上げ等の特例措
置。

◆被災状況
・（高齢者施設）被災前：能登地域６市町の92施設
→ 運営中：81施設（再開した19施設含む）
→ 上記を除く11施設中１施設が再開予定、１施設
が当面休止、９施設が廃止（うち１施設は他施設
と統合）【令和8年3月1日時点】

・（障害福祉施設）被災：能登地域６市町の46施設
→復旧済：40施設
→残り６施設中が廃止。

※医療施設については能登北部・中部の13病院中、12
病院が既に診療再開済み。

【介護施設の復旧の様子】

住宅支援
◆ 地域福祉推進支援臨時特例交付金（※）の創設
※ 能登地域６市町（珠洲市、能登町、輪島市、穴水町、志賀町、七尾

市）において、地震により住宅が半壊以上の被災をした高齢者等がいる
世帯に対して、住宅再建支援等に係る給付金を支給。
【支給実績】（令和８年２月28日時点の速報値）：計29,463件

（内訳：家財17,898件、自動車5,085件、住宅再建6,480件）227億円

○ 雇用・労働に対する対応
◆ 地域の雇用対策等
・雇用調整助成金の特例措置（令和７年12月末をもって終

了）
※支給実績（令和８年２月末時点、石川県）：44.3億円
・在籍型出向を活用する事業主に対する助成措置の実施
・雇用保険の失業手当の特例措置の実施
・能登北部地域のハローワークにおいては、石川県と信用

金庫と連携し、求人を積極的に開拓。

◆ 復旧・復興工事における労働者の安全衛生確
保

◆ 「生活衛生関係営業令和6年能登半島地震特別
貸付」の創設

【企業説明会の様子】

生活再建=

生

生

生 生

なりわい再建= な

な

住宅支援
◆ 応急仮設住宅の集会所等で出張相談会を開催して、被災者に

給付金の申請を促すなど、引き続き円滑な給付に取り組む。

生

生

生

な
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被害

学校施設・文化財等の復旧におけるこれまでの取組と今後の対応方針

○成果
学校施設については、これまでの耐震化の措置により校舎の倒壊被害は生じなかったものの、特に被害の
大きかった奥能登の学校では仮設校舎を建設し、就学環境を確保しながら、順次、復旧工事を実施。
文化財については、文化財ドクター派遣事業や文化財レスキュー事業による応急措置とともに被災文化財
の災害復旧事業を実施。

○今後の課題と対応方針
被災した学校施設、文化財の災害復旧事業等を引き続き支援。

これまでの取組と成果 今後の課題と対応方針

学校施設の被害
・これまでの耐震化推進により校舎倒壊は無かっ
たものの、震災では土砂崩れや内外装材の落
下が、豪雨では校舎が床上浸水の被害。
能登６市町では地震で68校が被災、うち５校
が豪雨でも被災。

能登６市町における復旧状況
・補修復旧を行う56校のうち、20校が復旧完了。
・新築復旧を行う12校は、仮設校舎等にて授業を
実施。本復旧の設計が完了したものから順次工事
に着手。

補修復旧の多くは令和8年度完了予定
・引き続き早期復旧に向けた支援を実施。
大きな被害を受けた学校の新築復旧
・輪島市の学校再編計画（令和7年2月）を踏ま
えた災害復旧等、被災自治体が進めている
復旧事業を引き続き丁寧に支援。

文化財の被害
・100件を超える国指
定等有形文化財に倒壊
や破損等の被害。
・漆芸等の工芸技術や
伝統行事等の無形の
文化財についても
被害。

文化財の復旧等
・早期復旧に向けて文化財
の災害復旧事業を進める。
・被害を受けた地域におけ
る伝統行事や伝統芸能の
継承等への支援を行う。

【キリコ祭り】【旧角海家住宅(重要文化財)】

令和８年３⽉時点

文化財の応急措置・復旧
・建造物の応急措置を行う文化財ドクター派遣事業
や美術工芸品等の破棄・散逸防止を行う文化財レス
キュー事業を実施。
・石川県立輪島漆芸技術研修所の再開に向けた支援
等を実施（研修所は令和6年10月7日に再開）。
・被災国指定等文化財について、準備が整い次第、災害
復旧事業を実施(着手済：４7件)
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保育所等及びこどもの居場所における取組と今後の対応方針

○成果
・奥能登２市２町において、地理的に通える範囲内でいずれかの保育所等で利用ができている状況。
・被災後に勤務する保育士数が減少したものの、利用児童数に対応した保育士数は確保できている。
・こどもの遊びの機会提供や学習のためのスペース設置など、こどもの居場所づくりに取り組む民間団体等
に対して支援。

○今後の課題と対応方針
・２次避難しているこどもが地元に戻ってきたときに、安心して保育を受けられる体制整備（災害復旧の
完了、保育士の確保等）を進める。

・平時からの備えを含め、今後の発災時に活用可能な「災害時のこどもの居場所づくり」手引きを作成し、
周知を進める。

・令和７年９月末までの保育料等減免に関する財政支援（被災者の
生活と生業支援のためのパッケージ）

２次避難しているこどもが地元に
戻ってきたときに、安心して保育
を受けられる体制整備（災害復旧
の完了、保育士の確保等）を進め
る。

災害時のこどもの居場所確保は、
こどもの心の回復の観点から重要
であることから、平時からの備え
を含め、今後の発災時に活用可能
な「災害時のこどもの居場所づく
り」手引きを作成し、周知を進め
ている。

これまでの成果 今後の課題と対応方針

こどもの遊びの機会提供や学習のため
のスペース設置など、こどもの居場所
づくりに取り組む民間団体等に対して、
自治体を通じて支援

・石川県内の保育所等において災害復旧工事が必要な６８園の
うち、５７園で復旧済。６園で災害査定済。
残り５園について引き続き災害査定を進める。

・保育士不足に備えた対応として、①能登半島地域で勤務する保育
士等の全国募集、②全国の公立施設の保育士等の応援派遣の仕組
みを構築。
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